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(審決の理由)：本件訂正前の「売買取引開始時に，成行注文を行うとともに，該成行
注文を決済するための指値注文を有効とし」との事項は「前記注文情報生成手段」に
よるもの…。本訂正は「前記成行注文を決済するための逆指値注文」についても有効
とするとの事項を追加したもの。当該訂正事項については，願書に最初に添付した明
細書等に記載されておらず…

平成31年(行ケ)第10021号審決取消請求事件(令和2年1月29日判決言渡)「金融商品取引
管理装置」事件
(概要):被告の無効審判請求に対して原告(特許権者)が訂正等をしたが認められず無効
審決。その取消訴訟。
⇒訂正要件が認められて、認容(訂正の上、権利維持)。

(判旨):「本発明」の上記実施形態においては，「注文情報生成手段」(「注文情報生成
部１６」)が，「第一の注文情報群」に含まれる「第一注文５１ａ」の「成行注文」を
決済するための「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有
効」に変更する処理は，「約定情報生成手段」（「約定情報生成部１４」）によって
行われ，「注文情報生成手段」（「注文情報生成部１６」）が行うものではないが，
本件明細書には，「上記実施形態は本発明の例示であり，本発明が上記実施の形態に
限定されることを意味するものではないことは，いうまでもない。」（【００７
６】）との記載があることに照らすと，「本発明」は，「第一注文」の「成行注文」
を決済するための「第二注文」（指値注文）及び「逆指値注文」を「無効」から「有
効」に変更する処理は，「約定情報生成手段」(「約定情報生成部１４」)が行う形態
のものに限定されないことを理解できる。
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実施例には「構成A」の要件として記載してあったものを「構成B」の要件に追加する
訂正。「限定されない」との一言を根拠として認められた。


